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事前質問・意見に対する回答一覧.xlsx

通し
番号

柱
番号

施策
番号

施策の方向性 担当課 種別 質問・意見 回答

1 1-1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 質問
　低炭素住宅補助金交付の際に、データ提供が条件となっていた
のか。

　データ提供については、補助金交付条件の１つである「つくばSMILeハウスレベ
ル３」の認定要件になっていますので、間接的には条件となっています。

2 1-1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 意見

　被験者にフィードバックされる情報、また地域内外の共有財産
となる情報として、生活する上で省エネに活用できている行動に
繋がるものとなる事例を具体的に示せれば、データの提供率
（データの取得率）が向上するのではないか。

　３年間のデータ提供が条件となっていますので、適切に運用していきます。貴
重な御意見をいただき、ありがとうございます。

3 1-1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 質問

　データの取得方法の検討と合わせて、得られたデータから示せ
るものが何かを検討する。言い換えると、被験者がデータを提供
すると、このようなメリットがあることを示す必要があるのでは
ないか。Ｒ５年度の取得率の目標を設定するのか。

　Ｒ４年度においては、産総研の協力のもと、取得データから各世帯のZEH状況を
数値化することができましたので、今後、被験者へのフィードバックなどを検討
していきます。なお、Ｒ５年度の取得率については、３年間のデータ提供が条件
となっていますので、目標には設定しませんでした。

4 1-1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 質問

　つくば市でのモニタリング対象は、低炭素住宅補助金交付者の
みか。対象のデータは、どの施設から取得するのか。取得率が低
いのであれば、データ提供を条件に補助金を交付してはどうか。
取得データは、電気のみか。

　つくば市でのモニタリング対象は、低炭素住宅交付金のうち「つくばSMILeハウ
スレベル３」の条件を満たしている方であり、対象のデータは交付者が居住する
住宅から取得します。なお、取得データは、補助金の条件にしており、電気使用
量、ガス使用量、自動車の走行距離等を提供していただいています。

5 1-1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 質問

　この目標は、モニタリングにより省エネ効果をシミュレーショ
ン（評価）するのではないか。そして、それをフィードバックし
て効果を高めることに活用できたかどうか検証することと考え
る。モニタリングデータの取得率だけが評価対象になっているの
は不十分でないか。

　最終目標は、御指摘のとおりです。現段階においては、最終目標には届いてい
ないことから、現実可能な目標を設定させていただき、段階的に最終目標に近づ
けていきたいと考えています。

6 1-1 2
市民による省エネ
の促進

環境政策課 質問

　低炭素事業を推進して行くにあたっては、専門用語が多く市民
に伝わりにくい状況だが、情報の周知及び収集の為、新たに取り
組んだ手法と今後新たに取入れる手法について伺う。

　情報の周知及び収集につきましては、Ｒ４年度は、広報つくばのかわら版「ゼ
ロカーボンシティ宣言」において、脱炭素に関する市の取組について掲載しまし
た。また、Ｒ５年度は、出前講座を市内小学校で実施することにより、地球温暖
化問題等を周知したり、９月には気候市民会議を開催しますので、市民の皆様か
ら環境問題に関する様々な御意見や御提案を伺い、収集させていただく予定で
す。

7 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　Ｊクレジット制度のプロセスを整理し、まとめた資料を、今
後、プロジェクトの掘り起こしにどのように活用していくのか。

　Ｊクレジット制度については、令和４年度までに調査した制度活用までのプロ
セスを踏まえて、市で活用可能性のあるプログラムの規程や適用条件、運用方法
を整理した上で、実現性や方向性を検討していきます。なお、プロジェクトにつ
いては、市が市民に対して行っている、「つくばSMILeハウス認定に基づく奨励
金」等の補助によるCO2削減分の活用を想定し、検討しています。

8 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　宅配ボックスの設置は、１件でも効果があると思われる。温室
効果ガス削減効果は、どのように検証するのか。

　温室効果ガス削減効果につきましては、１年間に再配達によって排出されるCO2
の総量（宅配便取扱い個数×宅配便１個当たりの走行距離×再配達率×積載量の
平均×営業用小型車のCO2排出原単位＝0.8㎏-CO2/ｔ・km)から検証することを検
討しています。

9 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　カーシェアリングは、住宅密集地で駐車場がない、もしくは高
い場合に利用されるように思われる（経済的なメリットのため）
が、駅前、商業施設周辺、学校・公共施設周辺で利用する人は、
どのような人なのか。

　市で把握できているのは、市役所ステーションのデータのみとなります。市役
所ステーション（研究学園駅前、公共施設周辺）の場合は、20代以下の男性の利
用率が高く、日中に短時間利用する方が多いです。個人会員だけでなく、法人会
員も利用しています。車を所有していた方が、電車からカーシェアへ乗り換え、
目的地まで移動するといった使い方が多いと推測しています。なお、市内カー
シェア会員に対するアンケート調査の結果では、商業施設や学校へのステーショ
ン設置の希望（ニーズ）はありましたが、実際にどのような方が利用するのかに
ついての市では把握していません。

10 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　Ｊクレジットの仕組み（特に受益部分）が周知されていないと
か、手続きが煩雑で時間がかかるなどの懸念がないか。市の施設
でＪクレジットを創出する（売り出す）ことができないのか。

　Ｊクレジット制度の周知については、制度がまだ広く認知されていないため、
活用が決定した際には、市民に対して分かりやすく周知する必要があります。ま
た、制度事務局への申請手続きについては、認証に対する費用や時間が発生しま
す。市の施設で創出することについて検討しましたが、省エネ・再エネ設備導入
時には国の交付金等を活用することが多く、それらの交付金の要件に「温室効果
ガス削減効果についてＪクレジット制度への登録を行わないこと」とある場合が
多く、難しい状況です。

11 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　宅配ボックス（既存の集合住宅）補助対象となった建物は、ど
のエリアに多いのか（学生が多いなど）。また、オーナーが投資
に値すると考えるかどうかが大切だと感じるが、誘引できるもの
は何か。

　宅配ボックスの補助対象となった建物につきましては、ここ数年で住宅が増加
しましたエリア（みどりの、学園地区、竹園、桜地区など）がやや多い程度です
が、エリア全体における偏りはありませんでした。なお、宅配ボックスの有無で
部屋を探す人が多くいらっしゃる場合には、オーナーが投資に値すると考える誘
引の１つになるのではないかと考えています。

12 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 意見

　重点施策であり、資料を作るだけなのに未達は困る。 　資料作成は、完了していますが、宅配ボックスの件数が目標値を達しなかった
ことから、「一部未達成であった」と評価しました。

13 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　つくば市役所カーシェアステーションは現在３台の活用かと思
うが、適正な台数となっているのか。また、今後増設を検討する
上で、どれくらいの拠点および台数を目標としているか。

　平均すると、１日３件程度の利用がありますので、３台は適切な台数であると
考えています。市役所ステーションが今年度で終了となることから、現在、次年
度以降の展開について検討を進めているところです。現時点では、増設ではな
く、移設を検討しているため、台数目標等は定めていません。

14 1-1 3

マルチベネフィッ
トな低炭素化プロ
ジェクトの推進[重
点施策]

環境政策課 質問

　低炭素事業を推進して行くにあたっては、専門用語が多く市民
に伝わりにくい状況だが、情報の周知及び収集の為、新たに取り
組んだ手法と今後新たに取入れる手法について伺う。

　情報の周知及び収集については、ＨＰを見やすい構成に改修し情報発信した
り、利用者アンケートを実施したりしました。様々な施策や制度について、専門
用語を市民に分かりやすく周知することは、施策の効果を高める上で重要である
ため、今後も改善を重ねていきたいと考えています。また、ＳＮＳの活用等も含
め、多様な手段を検討していきます。

15 1-2 4
建物の省エネ・再
エネ導入の推進

環境政策課 意見

　蓄電池単独で導入しても、省エネにはならない。太陽光発電設
備が併設されていれば、余剰電力を蓄電池に蓄えて、夜間に使う
ことができるが、その場合でも、実は省エネにはなっていない。
いずれも経済的なメリットだけである。

　つくば市の蓄電池補助金交付につきましては、太陽光発電設備が設置されてい
ることを条件としていますが、太陽光発電設備併設の御意見につきましては、今
後の課題として、参考にさせていただきます。

16 1-2 4
建物の省エネ・再
エネ導入の推進

環境政策課 質問
　達成目標の根拠は何か。 　目標達成の根拠としましては、申請期限前に補助金の交付件数を満たし、目標

の補助件数及び削減量を達成したことから判断しました。

17 1-2 5
低炭素でコンパク
トなまちづくり

環境政策課 意見
　進捗と達成状況とを踏まえた次年度の目標となるように分かり
やすく記述することが望ましい。

　貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。今後の参考にさせていただ
きます。

18 1-2 5
低炭素でコンパク
トなまちづくり

環境政策課 質問
　住宅の材料や工法、運用などそれぞれの基準は審査するのか。
申請だけか。

　当課においては、BELSの評価書・長期優良住宅の認定書などに基づき、条件を
満たしているかどうかを審査しています。（住宅の材料や工法、運用などは一部
を除き審査はしていません。）

19 1-2 5
低炭素でコンパク
トなまちづくり

環境政策課 質問
　令和４年度、低炭素モデル街区として整備開発された事例は０
件と聞いているが、住宅地開発が多いつくば市でモデル街区が出
来なかった本質的な理由は何か。

　モデル地区が出来なかった本質的は理由は分かりませんが、住宅メーカー様か
らは、要件が厳しいことや、メリットが少ないことなどの御意見をいただいてい
ます。

20 1-2 6
低炭素でコンパク
トなまちづくり

都市計画課 意見
　脱炭素に向けて適正な開発となることに役立つ情報提供やコ
ミュニケーションの機会となっているか、チェックすることが望
ましい。

　御意見、参考にさせていただきます。

21 1-2 6
低炭素でコンパク
トなまちづくり

都市計画課 質問

　現状のまちからコンパクトなまちになると、低炭素の面で具体
的にどうなるのか。

　コンパクトなまちづくりを行うことで、自家用車に頼らずとも徒歩や自転車、
公共交通等で生活に必要な機能を享受することができるようになると考えます。
その結果、エネルギー効率の低い自家用車の利用が減少することで、低炭素社会
の実現に繋がると考えます。

22 1-2 7
公共施設の低炭素
化

環境政策課 質問
　廃棄物焼却発電からの本庁舎外への給電により、その施設での
電力購入量が軽減されたが、その分はCO2排出量の削減にカウント
されているのか。

　御認識のとおり、電力の自己託送による電力購入量軽減分は、CO2排出量の削減
にカウントされています。

23 1-2 7
公共施設の低炭素
化

環境政策課 質問
　達成目標の根拠は何か。 　目標値の根拠は、第３次つくば市役所地球温暖化対策実行計画事務事業編で

す。

24 1-2 7
公共施設の低炭素
化

環境政策課 質問
　低炭素化を検討する上で、ＰＰＡ事業モデル（自家消費型太陽
光発電）の検討はしているか。

　太陽光発電の導入手法については、ＰＰＡを含め、各施設の需給バランスやコ
スト等も踏まえて、幅広く検討しています。



事前質問・意見に対する回答一覧.xlsx

25 1-3 8
低炭素な公共交通
の充実

総合交通政
策課

質問

　「つくタク」と通常のタクシー券ではどちらの方が経費がかか
るのか。つくタクは予約しにくく乗り合わせによっては遠回りに
なるなど不便。さらに見知らぬ人と乗り合わせることによる不
安・不快感もある。そこを改善できなければ使用者数は増えない
と思う。

　つくタクの令和４年度の運行経費は157,688,504円で、延べ48,789人の方に利
用いただいており、運賃収入を差し引いた後の一人一乗車当たりの市負担額は、
3,029円です。
　つくタクを利用したいという予約の電話は多いのですが、予約配車の効率化が
十分に図られておらず、乗合率が低いため、予約をお断りせざるを得ず、結果と
して利用者数が伸び悩み、一人当たりの市の負担割合が高いという課題が生じて
います。
　これらの課題を解決するために、つくタクにＡＩ配車システムを導入するなど
の利便性向上策を検討しています。なお、つくタクは一般路線バスと同様に乗合
乗車を基本とすることで安価な運賃を実現しておりますので、御理解ください。

26 1-3 8
低炭素な公共交通
の充実

総合交通政
策課

質問

　車を減らすと言うのはよく分かるので、例えば免許返納などへ
のインセンティブをつけることなどは考えないのか。

　車を減らす仕組みを作ることは、課題であることは認識しているところです。
路線バスやタクシー、シェアサイクルなど、様々な移動手段を活用して、公共交
通分担率を上げる仕組みを引き続き検討していきます。なお、市内在住の高齢者
を対象に、高齢福祉課ではタクシー運賃の一部助成や電動アシスト自転車購入補
助を、防犯交通安全課では免許返納者につくバス回数券の交付を行っています。

27 1-3 9 自転車利用の推進

総合交通政
策課　サイ
クルコミュ
ニティ室

意見

　オランダのように、自転車専用道路・レーンを整備してはどう
か。可能であれば、屋根付きを。自転車等駐車場の有料化は、自
転車利用の促進に繋がらないのではないか。

　自転車ネットワーク計画を策定後、自転車専用レーン等を整備していく予定で
す。整備する場所については、道路構造や利用状況、市民の声を踏まえ、市民の
安全な自転車利用に資する路線を選定します。なお、屋根付きの自転車レーンの
整備については、他自治体の状況も踏まえ、必要性について検討します。

28 1-3 9 自転車利用の推進

総合交通政
策課　サイ
クルコミュ
ニティ室
（環境政策
課）

質問

　自転車以外の乗り物（例：電動キックボード等）の検討はして
いるか。

　現時点では、自転車以外の乗り物については、検討しておりません。

29 1-3 10 自転車利用の推進
公園・施設
課

質問

　有料化を考えている無料の自転車等駐車場とは、どこ（どのタ
イプ）か？有料化には反対ではないが、有料化する理由は何か。

　有料化を考えている自転車等駐車場は、現在、無料の自転車等駐車場（研究学
園駅前、万博記念公園駅前、みどりの駅前）となります。有料化する理由につい
ては、自転車等の駐車マナー向上による、放置自転車の削減及び利用者による要
望となります。

30 1-3 10 自転車利用の推進
公園・施設
課

質問
　自転車駐車場の有料化を検討する上で、規模や金額および管理
方法など方向性はあるか。

　規模については、現状の自転車等駐車場すべてを対象として検討しています。
金額については、近隣市町村に調査・確認のうえで検討していきます。

31 1-3 12
自動車利用の低炭
素化

環境政策課 意見

　補助件数目標が45件→３件となっているようにみえるが、大き
く目標値が下がるのであれば、その理由の説明があることが望ま
しい。

　Ｒ５年度においては、EV単体への補助を廃止して、FCVのみを補助対象としまし
たので、目標となる補助件数が下がりました。なお、EV補助制度につきまして
は、EV単体よりもV2Hを補助対象とした方が、CO2排出量の削減効果が高いことか
ら廃止することにしました。

32 1-4 14
気候変動の中での
健康の維持

健康増進課 質問

　熱中症警戒アラートの周知について、保育園、幼稚園、学校、
ショッピングセンター等への啓発活動は、どのようにされている
のか。（通常であればTV、ラジオを介してより広くタイムリーに
周知されていると思うので、基本的にはそこまでつくば市がリ
ソースを割く必要がない気がする。）

　担当課において、学校、幼稚園・保育所・保育園に向けて、５月、６月、７月
にWBGT（暑さ指数）を活用した熱中症の危険判断をすることや、WBGT(暑さ指
数)33を超える（熱中症警戒アラート）際の熱中症予防行動について対応するよう
通知しています。ショッピングセンターへの啓発活動はしておりませんが、リス
クの高い７月～９月にかけて、熱中症アラートや熱中症の予防、対処方法につい
て、ホームページのトップページにバナーを貼り、市民に向け広く啓発していま
す。また、毎月１回（６月～９月）、市民に向けて、市のFacebook、Twitter、
つくスマアプリで熱中症の予防情報と共に熱中症警戒アラートの活用について周
知しています。

33 1-4 15
気候変動から農業
を守る

農業政策課 質問
　つくば市として率先して実施する必要があるのか。（不勉強か
もしれないが、農協のお仕事のような気がします。）

　農業の技術指導などで知見を有する県の農業改良普及センターと連携して対応
していきます。

34 1-4 15
気候変動から農業
を守る

農業政策課 質問

　改善目標に関し、現時点において、どのような機関・部門とど
のような形で情報収集・意見交換を行っているのか。また、今
後、今年度中に、どのような機関・部門とどのような形で情報収
集・意見交換を行う予定なのかを具体的に教えてほしい。

　茨城県内の気象状況によって農作物への被害が想定される場合に、茨城県農業
総合センターが、その技術的な対応策などをホームページに掲載しています。ま
た、県の農業改良普及センターでは、現地調査を行うなどし、農業技術指導など
を行っています。このような機関と連携し、農業者に有益な情報を発信していき
たいと考えています。

35 1-4 15
気候変動から農業
を守る

農業政策課 質問
　低炭素事業を推進して行くにあたっては、専門用語が多く市民
に伝わりにくい状況だが、情報の周知及び収集の為、新たに取り
組んだ手法と今後新たに取入れる手法について伺う。

　農作物を栽培する農業者が必要とする情報を適切に提供するためには、日ごろ
から技術指導などで農業者との関わりがある、県の農業改良普及センターなどと
連携して取り組んでいくことが効果的と考えています。

36 1-4 15
気候変動から農業
を守る

農業政策課 意見
　つくば市の場合、この関係の専門家は沢山いる。少ない。 　気候変動へ適切に対応できる知見のある専門家の数は把握していません。今後

も、県の農業改良普及センターと連携して農業者の技術指導と行っています。

37 ２章 ２章
２章つくば市の緑
地面積の指標

環境政策課 質問
　「現状維持」という表現が分からない。人口が増えているの
に、街の発展を望まないのか。

　街が発展する一方で、緑地を確保していくことも必要であるため、現状維持と
しています。

38 2-1 19 森林の維持・保全
農業政策課
鳥獣対策・
森林保全

質問

　目標値を10haとした根拠は何か。森林所有者からの整備希望に
応じて、つくば市の経費で下刈り、除伐を行う背景（管理協定の
内容）を教えてほしい（特に管理協定での経済的サポートについ
て）。

　本事業は森林環境譲与税を財源としており、予算面で長期間継続して実施可能
な面積が10haであるため目標値を10haとしました。
　本事業は令和３年度まで実施されていた茨城県の身近なみどり整備推進事業の
制度内容を引き継いだ事業です。荒廃した平地林や里山林の間伐などの森林整備
を支援することで、水源のかん養、土砂災害の防止、生活環境の保全及び森林レ
クリエーション等による利活用など、森林が発揮すべき公益的機能を保全するこ
とを目的としています。
 市と森林所有者で森林保全協定を締結し、当該年度に市が下刈りや間伐等の森林
整備を実施し、翌年度から10年間は森林所有者が森林の適正な管理を行うもので
す。

39 2-1 19 森林の維持・保全
農業政策課
鳥獣対策・
森林保全

質問
　達成目標の根拠は何か。 　本事業は森林環境譲与税を財源としており、予算面で長期間継続して実施可能

な面積が10haであるため目標値を10haとしました。

40 2-1 21 外来種対策の推進 環境保全課 意見
　外来種対策のための出前授業・講演を各地区で開催してはどう
か。

  外来種に関する情報の周知は、生物多様性の保全の観点からも重要と考えま
す。外来種対策を含め生物多様性の保全に関する情報の周知・啓発の方法は今
後、近隣の市の状況を踏まえて検討していきたいと思います。

41 2-1 21 外来種対策の推進 環境保全課 質問

　アライグマ以外の特定外来生物（アカミミガメ、アメリカザリ
ガニ等）の捕獲・駆除の状況やサポート体制について教えてほし
い。

  アライグマ以外の特定外来生物については、市ホームページにおいて注意喚起
を行っています。捕獲や駆除については、茨城県生物多様性センターや研究所等
に相談しながら個別に対応しております。なお、アカミミガメ、アメリカザリガ
ニに関しては、市民からの相談に対し、対応方法の案内や回収を行っています。
（回収後は、環境省の防除の手引きを参考に処分しています）

42 2-2 24
山・川などの眺望
の維持

都市計画課 質問

　ビルやマンションの高さ制限はあるのか。 　つくば市景観計画においては、筑波山への視線軸及び水辺の景観軸の景観形成
方針として、筑波山への眺望を阻害しないよう、また、河川等の水辺空間を損な
わないよう、建築物の位置、形態意匠、色彩などに配慮した景観形成を図ること
としております。また、一般的な建築物の高さ制限については、都市計画法に基
づく高度地区や地区計画、建築基準法に基づく斜線制限等で規制されています。

43 2-2 24
山・川などの眺望
の維持

都市計画課 意見
　未だに選挙ポスターが残っているところがあるが、行政から回
収を要請する。

　選挙ポスターについては、公職選挙法に基づくものとなるため、意見の内容を
所管部署である選挙管理委員会事務局に伝えます。

44 2-2 24
山・川などの眺望
の維持

都市計画課 質問
　達成目標の根拠は何か。 　目標値の32回については、職員によるパトロール24回と、業務委託によるパト

ロール８回の合計となっています。

45 2-2 25(1) 里地景観の維持 農業政策課 質問

　グリーンバンク事業について、周知が足りないように思う。グ
リーンバンク事業で借り手の方の特性（年齢層、居住地など）は
何か。その特性の方々にさらに訴求するのか、それ以外の特性の
方に広げたいのかにより、今後の方策が変わるように思う。

　グリーンバンク事業（以下「当事業」という。）については、ＨＰでの周知
や、農業推進委員を通じて市内農業者9,526戸へチラシを配布しているほか、地域
農業の担い手である認定農業者276名及び借り手登録者137名、計413名（R5.7.1
現在）に、登録地情報を提供しています。
　当事業は、農地の借り手・出し手の合意後、農業経営基盤強化促進法（基盤強
化法）に基づく農地貸借の手続き（利用権設定）を前提としていますが、令和５
年に改正法が施行され、基盤強化法から利用権設定の項目が無くなりました。現
在は、地域計画策定までの経過措置として、従前の手続きでの利用権設定が認め
られています。
　今後策定される「地域計画」により（地域での話し合い等で将来の）担い手を
定めた目標地図が作成されること及び農地利用最適化推進員が地域の実情に合わ
せ、農地のマッチングを行っていることから、グリーンバンク事業は廃止の方向
で検討しています。
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46 2-3 26
都市公園・緑の管
理

公園・施設
課

質問

　維持管理業者が生物多様性等を理解していないように感じるが
（公園の特性を考慮せず、いわれるまま草刈りをしているだ
け）、「現状説明」とは何をしているのか。「植栽の維持管理」
について、老木、枯損木の伐採後、次の若木を植えないケースが
ほとんどだが、その理由を教えてほしい。公園等で木が育った結
果窮屈になったという理由であれば理解できるが、ペデの街路樹
がまばらになって、夏の暑い日には日影が全くなくなるところも
ある。

　現状説明については、植栽の維持管理方法（剪定及び草刈等の時期）について
説明をしています。樹木については、支障木（標識や公園灯にかかっているもの
など）と判断されるものは伐採し、また、危険木点検を実施し、危険と判断され
たものは、樹木医をいれ、樹木診断のうえ、対応方法を検討しています。伐採の
対象となる樹木は、成長に伴い周辺樹木の被圧影響により、衰退しているものが
多くみられることから、次の若木を植えていおりません。

47 2-3 30
市民参加による緑
化活動

公園・施設
課

意見

　アダプト・ア・パークは、日本語に翻訳して普及させた方がよ
い。

　アダプト制度の名称については、他自治体でもアダプトという名称にて全国的
にも周知しており、つくば市においても少しずつ定着している状況であると認識
しております。日本語翻訳（里親制度等）については、制度内容の説明時におい
て併記するなど、御意見としてお伺いいたします。

48 2-4 35 里山や水辺の活用 環境政策課 質問

　体験型学習への参加者数が少ないとのことだが、コロナ禍の影
響か。それ以前と比較しても減少傾向が続いているのであれば、
何らかの対策が必要と思う。「水のつながり」とのことだが、例
えば公園とペデを利用した「緑のつながり」の体験型学習は考え
られないか。

　体験型学習への参加者数が少ないことにつきましては、コロナをきっかけとし
て、開催方法や定員数の見直しを行ったことや、対象者を親子限定などに絞った
ことにより、参加者数減少の１つの要因ではないかと考えています。なお、いた
だいた御意見につきましては、今後の参考にさせていただきます。

49 2-4 35 里山や水辺の活用 環境政策課 質問
　筑波山、牛久沼などの特定地域ではなく、市民に最も身近な街
中の公園で出来るものはないか。（一つ上で記載した「緑のつな
がり」など）

　貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。市民に最も身近な街中の公
園で出来るイベントにつきましては、今後、イベントを計画する際の参考とし
て、検討させていただきます。

50 3-1 38
循環型社会形成に
係る普及啓発

環境衛生課 質問

　各小中学校に牛乳パック回収ボックスを設置とのことだが、生
徒が校内で飲んだ後のパックを回収するのか。また、回収に対す
る金銭的なインセンティブはあるのか。

　牛乳パック回収事業は、環境教育の一環として実施しており、子ども達の環境
に対する意識向上のため、家庭から出る牛乳パックを児童生徒が学校に設置する
回収ボックスに集め、環境衛生課が収集し、リサイクルしています。また、回収
に対する金銭的な報酬等は行っておりません。

51 3-1 42
資源の有効活用を
推進

環境衛生課
(サステナス
クエア管理
課)

質問

　課題にある「廃食用油の回収量に対して精製量が少ない」の意
味は、歩留まりが低いのか、設備の能力の問題か。設備の能力だ
とした場合、精製できなかった廃食用油はどう処理されたのか。

　サステナスクエアに設置されている設備は日量50Lの精製能力があり、サステナ
スクエア構内で使用する市の重機等の車両及び廃食用油を回収する委託業者の車
両にBDFを利用していますが、BDFを使用できる車両は限られており、リース車両
にはメーカー保証がないため使用できず、使用できる車両分のみを精製している
ため、現状の数値となっております。（平均使用量：約260L/月）
　また、精製されなかった廃食用油については、リサイクル業者に売却してお
り、家畜飼料や肥料の原料等として利用されています。

52 3-2 44
一般廃棄物の適正
な処理

環境衛生課 意見

　可燃物の庭木を所定のサイズにしてごみステーションに出した
が、引き取って貰えなかった事例がある。どのような庭木が一廃
から外れるのかを、示した方が望ましい。

　剪定枝、草等のごみの出し方については、毎年発行している「つくば市ごみの
出し方カレンダー」に付属の「ごみの出し方・分け方ガイド」で、「太さ15㎝未
満・長さを１ｍ未満のものをひもで縛ったものを一度に５束まで」と案内させて
いただいております。長さや太さが規定を超えているときや一度に大量に排出さ
れたときには、収集しない場合があります。また、市民への周知も引き続き必要
と考えますので、３Ｒニュースやさんあ～る等周知媒体を活用し、周知していき
ます。

53 3-2 45
産業廃棄物の適正
処理に関する普及
啓発

環境衛生課 質問

　Ｒ５年度の成果指標および目標値が前年度と大きく変更となっ
ている理由、また、一般廃棄物に産業廃棄物が混入とのことで、
混入の量や件数について、可能であれば説明してほしい。

　環境審議会において、成果指標及び目標値としていた茨城県の立入検査等への
協力は主体が市でないとの指摘をいただいていましたので、市が中心となって実
施する取組を充実させるとともに、成果指標及び目標値を見直しました。
　また、サステナスクエアで生活系及び事業系燃やせるごみの搬入検査を行って
いますが、事業系の検査では、気泡緩衝材や発泡スチロール、ＰＰバンドなどの
廃プラスチック類の混入が、量はまちまちですが、頻繁に見られています。分別
徹底のため、収集運搬業者経由でチラシやパンフレットを配布する等の指導及び
啓発を行っています。

54 4-1 50 野焼き対策 環境衛生課 質問

　完全燃焼によって煙が出ない、ロケットストーブタイプの焼却
は可能か。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、一定の処理基準以外で廃棄物を焼却
することを禁止していることから、ロケットストーブであっても、廃棄物を焼却
する行為は禁止となります。
　なお、キャンプなど本来の用途でロケットストーブを使用することは可能で
す。

55 4-1 51 野焼き対策 農業政策課 質問

　野焼きの禁止に伴う罰則はあるのか。農業用廃プラスチックの
回収量が目標量に達しなかったとのことだが、回収されなかった
農業用廃プラスチックはどこにいってしまうのか。

　野焼きについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年12月25
日法律第137号）第16条の2において禁止されており、同法第25条により、違反者
には５年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科する罰則があ
ると規定されています。そのため、県、茨城県農林振興公社、市が連携し、農業
用使用済みプラスチック（ビニール、ポリエチレン等）を回収し、リサイクル処
理する事業を行っています。

56 4-2 53
良好な大気・水・
土の確保

環境保全課 質問
　「みどりの地区の悪臭」とあるが、その原因と背景は何か。 　令和元年度から、みどりの地区の住民からの苦情件数が急増しています。原因

は、工業専用地域の周辺に宅地を開発したことにより、廃棄物処理施設等からと
思われる複合的な臭気が宅地まで到達していることによるものです。

57 4-2 53
良好な大気・水・
土の確保

環境保全課 質問

　排水基準違反の具体的内容について、差支え無ければ説明して
ほしい。

　12事業場に対して排水検査を実施し、うち６事業場に基準値の超過が見られま
した。そのうち、２件は複数年に渡り改善されておらず、改善の見込みがみられ
ないことから、改善勧告としています。
　違反の具体的な内容は、５件が浄化槽からの排水によるBOD（生物化学的酸素要
求量）や大腸菌群数の基準値超過であり、１件が池の放流水のSS（浮遊物質量）
の基準値超過となっています。

58 4-2 54
上下水道の維持・
管理

環境保全課 質問

　合併処理浄化槽への転換が進んでいない（補助件数が予定に達
していない）理由は何か。「望まない」や「現状維持でかまわな
い」の理由があるのであれば、周知不足だけではないように感じ
る。

　合併処理浄化槽転換が進まない要因として、
・すでに水洗化（トイレ）が済んでいるため転換の必要性を感じない
・転換に当たっての経済的負担が大きい
などが要因として考えられます。

59 4-2 56
上下水道の維持・
管理

下水道工務
課

意見

　下水を本管にポンプアップしているところにあって、落雷等で
停電になった時に、汚水が溢れてくる恐れはないのか。ある場合
は、停電時に汚水をなるべく流さないように周知する必要はない
のか。

　つくば市における下水道本管については、マンホール内に汚水ポンプを設置
し、圧送している区域が多くありますが、通報装置が設置されており、停電等に
よりポンプが停止した際は、維持管理業者が出動し、対応することになっており
ます。
　停電時等の対応としては、ポンプ施設を常時監視し、溢水の危険がある場合に
ついては、バキューム車等により処理をする体制となっております。
　ポンプが停止した場合であっても、マンホール内や本管内に一定量は貯留でき
るため、すぐに溢水する可能性は低いと考えます。
　また、市内の中継ポンプ場及び一部のマンホールポンプ場については、自家発
電装置が設置されており、停電中においても一定時間稼働が可能となっておりま
す。
　停電が長時間・広範囲に及び対応が追い付かないような事態となった場合につ
いては、周辺住民へ汚水抑制の周知が必要であると考えております。

60 5-1 59
市民の環境リテラ
シーの向上

環境政策課 質問

　大人向けの環境講座イベントの実施回数について、令和４年度
の目標値を１０回としていたにもかかわらず、実際に予定された
のが４回（実施は３回）となったのは、すなわち予定段階ですで
に目標値を下回っていたのは、なぜか。

　大人向け環境講座の実施回数が３回であった理由につきましては、人員不足等
により、リサイクル講座を実施出来なかったことから、目標値を下回りました。

61 5-1 59
市民の環境リテラ
シーの向上

環境政策課 質問

　シニア世代など大人にも需要はあるように思うが、目標値を大
幅に減らした理由を教えてほしい。

　Ｒ５年度の目標値につきましては、過去の大人向け環境講座の実施状況に基づ
き、実現可能な回数に修正しましたので、Ｒ４年度よりも目標値が下がりまし
た。今後は、シニア世代など大人向け環境講座の実施回数を増やしていくことに
つきましても、検討させていただきます。

62 5-1 60
持続可能なライフ
スタイルの推進[重
点施策]

環境政策課 意見

　生活で消費する様々な製品の利用や使用済み後の処分について
は、大凡理解がされてきたと思われるが、製品が出来上がるまで
に環境（地球環境も含めて）に与えている負荷についての理解が
ほとんどされていない。そのための情報提供は有意義である。有
識者が多いつくば市の強みを活かせると思う。

　貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。今後、市民等へ情報提供す
る際には、今回の御意見を参考にさせていただき、つくば市の強みを活かせる情
報発信に努めさせていただきます。

63 5-1 61
環境情報の集約・
発信

環境政策課 質問

　目標値が前年度の６倍となっていて、より良くなると考える
が、どのようなコンテンツが増える予定か。

　Ｒ４年度とＲ５年度の成果目標は異なりますので、目標値が前年度の６倍に増
えてはいませんので、御理解いただけますと幸いです。なお、Ｒ５年度からは、
サポーターズメールマガジンを中心とした情報発信を行うことにより、Ｒ４年度
と比較してよりスピーディーに周知することが可能になりますので、目標値であ
る配信回数をＲ４年度よりも多く設定させていただきました。また、コンテンツ
につきましては、サポーターズメールマガジンを数多く配信することにより、環
境に関する様々な内容の情報発信が可能となりますので、コンテンツは増えてい
くのではないかと考えています。
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64 5-2 62
つくばスタイル科
の推進

学び推進課 質問

　つくばスタイル科のことはよく知らないが、自然共生のための
講座や体験学習は身近な公園でも出来ないのか。身近な公園はい
つでも子供たちが自力（徒歩や自転車）で行ける最も頻繁に自然
と親しめる入門的な場所でもあるので、見知った場所で教育プロ
グラムを行うと自然共生など実感できてよいと思う（学園都市内
については）。

　つくばスタイル科の環境分野における学習での自然体験活動はとても重要で
す。それらの活動は、身近な公園で自然に親しむという視点で、２年生の生活科
「町探検」でも行われています。学年が上がると、自然を体系的な循環システム
でとらえるなども行うようになり、そのフィールドとして身近な公園はとても重
要な場です。発達段階に応じて変わる自然の見方や接し方に対して、多様な学習
フィールドとなりえる身近な公園の活用は、教育上、意義のあるものです。

65 5-2 64
学校での地産地消
の推進

健康教育課 意見
　「郷土を愛する心を育てる」とあるが、地産地消（地理的な視
点？）とともに、歴史的な視点が加わると、より郷土を愛する心
が育つように思う。

　生産者による食育授業において、つくば市の農業の歴史や食文化にも触れなが
ら授業を実施していきます。

66 5-3 69 地産地消の推進 農業政策課 質問

　課題について、「地産地消の取組が市民等に広く伝わっていな
い」とあるが、どのようなデータ、裏付けをもとに、このような
評価をしたのか。

　Farm to Tableつくばのホームページアクセスユーザー数から判断しました。
令和4年4月から12月の間で、最も多かった月が8月の2,423ユーザー、最も少な
かった月が12月で1,314ユーザーでした。アクセスユーザーが全てつくば市民だ
としても、人口25万人で考えてみれば最多の8月でも1%にも満たず、広く伝わって
いないと判断しました。

67 全体 全体 計画全体について 環境政策課 意見

　基本的な計画が、「１．低炭素モデル都市を形成して気候変動
に対処する」、「２．豊かな自然環境・生物多様性を未来へつな
ぐ」、「３．資源を賢く使う循環型社会に近づく」、「４．安心
で快適な生活環境で暮らす」、「５．市民一人ひとりが環境を考
え、行動する」とあるが、綺麗な言葉を並べるよりも前に順番を
考えるべきである。最終目標は４であり、そのために５がある。
５のために市は適切な情報を市民に提供すべきで、必要な情報と
しては１，２があり、スタート目標は３ではないか？建付けがブ
レている気がする。今期はなおせないかもしれないが、次期には
考えるべきであると思う。また、抽象的な言葉と具体的な言葉が
混在しているので、目標が定めづらい気がする。

68 全体 全体 計画全体について 環境政策課 意見

　進行管理票について、目標などの次に目標達成までの全体計画
や年次ごとの達成目標、この低炭素都市の実現ができたら次はど
うするかなどの（例えば県内に広めるとか）波及効果などを記載
すべきではないか。特に、アウトリーチやアウトカムを意識した
記述を行うことで、費用対効果の問題だけでないところも示す必
要があると感じている。例えば１-１の最初の箱を見ても、将来像
（低炭素化都市の実現）を果たすのは市民（方向性）と書かれて
いて、企業や市の役割はどこにあるのかわからない。また施策の
柱に書かれた主体とは誰なのかもわからない。論理的な展開を心
がけてほしい。

69 全体 全体 計画全体について 環境政策課 意見
　今期は無理かもしれないが、次期に向けて、進行管理票の書式
を意識してほしい。全体計画や年次計画をしっかりと立て直して
根拠の明確な評価をしてほしい。

70 全体 全体 計画全体について 環境政策課 意見

　個別課題についてはよく考えられていると思う。個々の課題達
成や評価などの努力を無にしないための書式や報告内容の設計を
見直すことで、レポートは確実に高度化されると感じている。

71 全体 全体 計画全体について 環境政策課 意見

　総括表の中の評価基準や指標の根拠が不明である。各進行管理
票の設計に見直す余地があるのではないかと考える。

72 全体 全体 計画全体について 環境政策課 意見
　進行管理票について、色々な基準の根拠が明確に書かれていな
い。

　御指摘の件については、次期計画改定の際、反映できるよう検討していきま
す。

　評価基準については、各担当課の判断としており、詳細の基準を設けていない
ため、統一的な基準の作成を検討します。評価指標の根拠については、総括表や
進行管理票のスペースの都合上省略していますが、今後、記載方法について工夫
していきます。
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